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介
護
保
険
制
度

　
今
回
の
介
護
保
険
制
度
改

革
案
に
つ
い
て
は
、
六
つ
の

目
的
に
向
け
た
提
案
、
そ
し

て
六
つ
の
改
正
の
柱
が
出
て

お
り
、
今
後
自
治
体
の
利
益

を
は
じ
め
、
事
務
に
大
き
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
は
必
至

で
あ
り
ま
す
。

　
私
ど
も
が
連
合
を
組
ん
で

い
る
福
岡
県
介
護
保
険
連
合

の
方
針
と
し
て
、
新
介
護
予

防
ケ
ア
プ
ラ
ン
及
び
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
、
日
常
生
活
圏

域
の
設
定
、
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
三
点
に

つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
四

月
か
ら
一
斉
に
ス
タ
ー
ト
す

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
ま

す
。

　
し
た
が
っ
て
、
現
在
所
管

課
お
よ
び
関
連
す
る
課
、
機

関
等
で
方
向
性
あ
る
い
は
サ

ー
ビ
ス
の
対
象
と
な
る
も
の

の
目
標
数
値
を
試
算
中
で
あ

り
ま
す
。

　
今
回
の
制
度
改
革
案
は
、

高
齢
者
の
自
立
支
援
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
が
、
厚
生
労

働
省
・
広
域
連
合
と
も
に
、

増
え
続
け
る
介
護
給
付
費
、

い
わ
ゆ
る
医
療
費
の
抑
制
が

最
大
の
課
題
で
あ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。

　
本
町
と
し
ま
し
て
は
、
今

後
と
も
国
・
県
の
施
策
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
須
恵

町
の
条
件
に
合
っ
た
須
恵
町

独
自
の
も
の
を
つ
く
り
上
げ

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

暴
力
を
許
さ
な
い

　
　
　
　
　
　
ま
ち
づ
く
り

　
粕
屋
警
察
署
で
は
、
対
行

政
暴
力
及
び
対
民
事
に
関
し

て
も
暴
力
的
な
言
動
が
あ
る

場
合
は
、
検
挙
を
含
め
積
極

的
に
関
与
す
る
と
い
う
強
い

方
針
で
臨
む
と
い
う
こ
と
で

す
。

　
粕
屋
地
区
八
市
町
に
お
き

ま
し
て
は
、
粕
屋
警
察
署
と

一
丸
と
な
っ
て
行
政
や
住
民

に
対
す
る
暴
力
的
行
為
を
許

さ
な
い
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
い
く
確
認
を
得
た
と

こ
ろ
で
す
。

　
本
町
と
し
ま
し
て
も
、
粕

屋
警
察
署
と
密
に
連
絡
を
取

り
、
同
様
の
方
針
で
取
り
組

ん
で
い
く
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　
「
子
ど
も
は
社
会
の
宝
」

で
あ
り
、
「
社
会
全
体
で
子

ど
も
を
育
て
て
い
く
」
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　
教
育
委
員
会
と
し
ま
し
て

は
、
昨
年
度
策
定
さ
れ
た
長

期
的
な
視
点
に
立
っ
た
「
須

恵
町
次
世
代
育
成
支
援
対
策

行
動
計
画
」
に
基
づ
き
、
関

係
各
課
と
連
携
を
図
り
な
が

ら
、
そ
の
具
現
化
に
取
り
組

ん
で
い
き
ま
す
。

　
児
童
虐
待
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
地
区
担
当
課
長
会
で

そ
の
対
応
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

に
つ
い
て
児
童
相
談
所
や
粕

屋
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
と

連
携
を
と
り
な
が
ら
検
討
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
幼
・
保
一
元
化
に
つ
き
ま

し
て
は
、
今
年
度
中
に
は
提

言
で
き
る
よ
う
審
議
会
で
検

討
を
進
め
て
も
ら
っ
て
い
ま

す
。

　
「
ま
ち
づ
く
り
は
ひ
と
づ

く
り
」
で
あ
り
教
育
は
そ
の

根
幹
を
な
す
も
の
で
す
。

　
「
い
ま
必
要
な
こ
と
は
何

か
」
「
須
恵
町
だ
か
ら
こ
そ

で
き
る
こ
と
は
何
か
」
を
見

極
め
、
須
恵
町
の
特
性
を
生

か
し
な
が
ら
、
将
来
を
担
う

青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図

る
た
め
、
ま
た
、
「
生
涯
学

習
の
町
づ
く
り
」
を
推
進
し

て
い
く
た
め
、
努
力
し
て
い

き
ま
す
。
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任
期
満
了
に
よ
る
収
入
役

職
に
稲
永
張
美
氏
（
城
山
区

・
六
〇
歳
）
が
再
任
さ
れ
ま

し
た
。

　
議
会
最
終
日
に
お
い
て
、

「
こ
れ
ま
で
四
年
間
、
収
入

役
と
し
て
の
職
務
を
果
た
す

こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か

と
反
省
し
て
い
ま
す
が
、
議

決
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
を

機
会
に
気
持
ち
を
新
た
に
し

て
、
ま
た
責
任
の
重
さ
を
自

覚
し
て
全
力
で
職
務
に
取
り

組
む
覚
悟
で
す
。
」
と
挨
拶

さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
平
成
二
十
一
年

六
月
三
十
日
ま
で
で
す
。

　
今
泉
豊
寿
氏
（
甲
植
木
・

六
二
歳
）
が
町
固
定
資
産
評

価
委
員
会
委
員
に
選
任
さ
れ
、

議
会
の
同
意
を
受
け
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
平
成
二
十
年
六

月
三
十
日
ま
で
で
す
。

　
安
河
内
義
子
氏
（
上
須
恵

区
・
五
八
歳
）
が
人
権
擁
護

委
員
へ
の
再
任
の
推
薦
が
あ

り
、
議
会
よ
り
答
申
す
る
こ

と
に
決
定
し
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
平
成
二
十
年
九

月
三
十
日
ま
で
で
す
。

　
任
期
満
了
に
伴
う
須
恵
町

農
業
委
員
会
委
員
（
議
会
選

出
二
名
）
に
、
稲
永
信
英
議

員
、
三
　
良
人
議
員
が
推
薦

さ
れ
ま
し
た
。

　
任
期
は
、
平
成
二
十
年
七

月
十
九
日
ま
で
で
す
。
　

　
そ
の
他
の
議
案
と
し
て
、

○
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

　
る
条
例
の
専
決
処
分

○
平
成
十
六
年
度
一
般
会
計

　
補
正
予
算
（
第
七
回
）
の

　
専
決
処
分

○
平
成
十
六
年
度
国
民
健
康

　
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

　
（
第
三
回
）
の
専
決
処
分

○
平
成
十
六
年
度
老
人
保
健

　
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

　
二
回
）
の
専
決
処
分

○
平
成
十
六
年
度
公
共
下
水

　
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予

　
算
（
第
四
回
）
の
専
決
処

　
分

○
平
成
十
六
年
度
農
業
集
落

　
排
水
事
業
特
別
会
計
補
正

　
予
算
（
第
四
回
）
の
専
決

　
処
分

○
須
恵
町
立
幼
稚
園
授
業
料

　
の
減
免
に
関
す
る
条
例
の

　
一
部
改
正

○
福
岡
県
自
治
振
興
組
合
規

　
約
の
一
部
改
正

○
福
岡
県
市
町
村
災
害
共
済

　
基
金
組
合
規
約
の
一
部
改

　
正

○
工
事
契
約
の
締
結

　
に
つ
い
て
慎
重
審
議
が
行

　
わ
れ
、
全
員
賛
成
で
可
決

　
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
三
月
定
例
会
終
了

　
後
の
閉
会
中
に
活
動
が
あ

　
り
ま
し
た
、

○
須
恵
町
外
二
ケ
町
清
掃
施

　
設
組
合
議
会

○
志
免
町
・
須
恵
町
・
宇
美

　
町
広
域
行
政
調
査
特
別
委

　
員
会

　
お
よ
び
報
告
第
一
号
と
し

　
て
、

○
財
団
法
人
須
恵
町
開
発
公

　
社
の
経
営
状
況
を
説
明
す

　
る
書
類
に
つ
い
て

　
が
そ
れ
ぞ
れ
報
告
さ
れ
ま

　
し
た
。

収
入
役
固
定
資
産
評
価

審
査
委
員
会
委
員

農
業
委
員
会
委
員

人
権
擁
護
委
員

そ
の
他
の
議
案

稲永 張美 収入役
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傍聴席から見た議場

　町議会の活動状況を知　町議会の活動状況を知
るために、どなたでも傍るために、どなたでも傍
聴できます。聴できます。
　申込みの受付は、役場　申込みの受付は、役場
４階議会事務局で行って４階議会事務局で行って
います。います。
　なお、次の定例議会は、　なお、次の定例議会は、
　９月１３日からの予定　９月１３日からの予定
です。です。
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います。
　なお、次の定例議会は、
　９月１３日からの予定
です。


